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奇 襲務連絡

平成� 26年� 7fJ4日

動物記録薬品検査所 御中

消費*安全防去を水産安?全管淑緩

薬事審夜空審漣班長

動物舟医薬品等敬紛規則のーさsを改正する省令の制定について

このことについて、別添写しのとおり各都道府煤宛て通知したので、答p了知
ください。
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事務漆絡
平成� 26年� 7fJ4 B 

北海道畜産主務課御中

農林水漆後浴後ー安全局
選手7l<還を安全管緩線
議案警察繁華を管攻斑幾

動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令の総定について

薬事法{昭和� 35年法律第� 145号)第� 83条第� i項の規定により読み滋えて滋
期される同法第� 44条第� 1項及び第� 2項の綴定に基づ湾、動物F詩滋薬品発事立党総
規郎のー部を改正する省令〈平成� 26年農林水産省、令第� 42玲〉が別添のとおり
平成� 26年� 7月 48付けをもって公布され、向日から終行五されました。

今屈の改正内容は下記のとおりであるので、薬事室主被及び指導の参考として
ください。

記

1.改正の内容
人尽医薬品の承認に係る薬事法施行規契IJ (沼和 36年j葱住吉言令第� l努)の

改正に伴い、条項を繰下げる。
第百六十五条r:pr第五号の二十一及び第十二号の二十二J"を「第延長苦の
二十二及び第十二号の二ト三Jに改める。� 

2虚施行期日
平成 26年� 7月 48  
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